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令和７年１０月１６日 

 

報 道 機 関  各 位 

行政課行政係   

 

 

タイトル 赤穂市使用料手数料等審議会 審議結果の答申について 

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

赤穂市使用料手数料等審議会会長から市長への答申 

 

日  時 

 

令和７年１０月２３日（木）午後４時３０分から 

 

場所・住所 

 

赤穂市役所４階 市長応接室 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

 

  赤穂市使用料手数料等審議会は、市長から諮問のあった使用料の見直しについ

て、慎重に審議を重ね、答申書を取りまとめましたので、標記の日程で市長宛てに

提出します。 

 

 

問い合わせ先 

部課係名：総務部行政課行政係 

担当者名：山本、田中 

電 話：0791－43－6850     内線（2301） 

F A X：0791－43－6892 

〇添付資料（有・無） ○ホームページへの掲載（有・無） 〇議会報告（有・無） 

AKO CITY 

赤穂市 


